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内　　　訳　　　書

費目 工種 種別 細 別 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

ろ過機電動弁更新工事 式 1 第1号内訳書参照

直接工事費計

共通仮設費 式 1

純工事費

現場管理費 式 1

工事原価

一般管理費等 式 1

工事価格

消費税及地方消費税相当額 式 1

工事費計

松　戸　市　水　道　部　　



第1号　内訳書 ろ過機電動弁更新工事 １式

名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

機器費 式 1 第2号内訳書

労務費 式 1 第3号内訳書

直接経費 式 1 第4号内訳書

処分費 式 1 第5号内訳書

計

松　戸　市　水　道　部　　



第2号　内訳書 機器費 １式

名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

電動バタフライ弁 200Ａ　三相200Ｖ 出力0.2㎾ 台 2

計

松　戸　市　水　道　部　　



第3号　内訳書 労務費 １式

名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

機械設備据付工 人

普通作業員 人

設備機械工 人

配管工 人

計

松　戸　市　水　道　部　　



第4号　内訳書 直接経費 １式

名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

機械経費 時間 第1号単価表

機械器具損料 式 1

計

松　戸　市　水　道　部　　



第5号　内訳書 処分費 １式

名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

発生材処分費 式 1

計

松　戸　市　水　道　部　　



第1号　単価表 クレーン装置付トラック １時間当り

名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手（特殊） 人

軽油 1、2号 L 3.9

トラッククレーン（クレーン装置付） ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積　吊能力2.0t 時間

諸雑費（まるめ） 式 1

計

松　戸　市　水　道　部　　
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松戸市水道部 

 
 



 
 

 （適 用） 

第 1 条 この仕様書は、標記工事（以下、「工事」という。）に関し請負者

が遵守する請負契約約款及び千葉県県土整備部技術管理課監修「令和 2

年度版土木工事共通仕様書・施工管理基準」（以下「共通仕様書」とい

う。）のほかに、特に守らなければならない事項を定めたものである。 

2  この標準仕様書の定めと特記仕様書の定めが異なるときは、特記仕様 

  書によるものとする。 

 

（工事カルテ作成・登録） 

第 2 条 請負者は、受注時又は変更時において工事請負代金額 500 万円以

上の工事について、工事実績情報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）に基づき、

受注・完成・訂正時に工事実績情報として「工事カルテ」を作成し監

督職員に提示し、承認を受けた後、（財）日本建設情報総合センターに

登録申請しなければならない。また、請負者は、（財）日本建設情報総

合センター発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督職員に提出する

ものとする。なお、「工事カルテ」の登録申請は、次によるものとする。 

1）  受注時登録データーの提出期限は、契約締結後、土曜日・日曜日・祝

日を除き 10日以内とする。 

2）  完了時登録データーの提出期限は、工事完成後 10日以内とする。 

3）  施工中に受注時登録データーの内容に変更があった場合は、変更があ

った日から土曜日・日曜日・祝日等を除き 10日以内に変更データーを提

出するものとする。尚変更時と完成時の間が 10日間に間に合わない場合

は、変更時の提出を省略できるものとする。 

4）  登録データーに訂正があった場合は、適宜摘出するものとする。 

 

（公衆災害） 

第 3 条 工事の施工にあたっては、「建設工事公衆災害防止対策要綱」に従

って行わなければならない。 

 

（施工管理） 

第 4 条 本工事の施工管理は、共通仕様書及び本部仕様書の基準に及び規

格値によるものとする。ただし、工事の種類、規模、施工条件等が当該

施工管理基準により難い場合は、工事着手前の施工打合せ時に指示する。 

2 工事写真管理は、共通仕様書及び本部仕様書に記載される写真管理基 

  準による。 

3 工事記録の信頼性を高めるためにも工事写真に撮影年月日を明記す  

  ること。 

 



 
 

（建設機械の使用） 

第 5 条 本工事において建設機械を使用する際は、「排出ガス対策型建設機

械指定要領（平成 3 年 10 月 8 日付け建設省経機発第 249 号最終改正平

成 22 年 3 月 18 日付け国総施環第 291 号）」に基づき指定された排出ガ

ス対策型建設機械を使用すること。 

 

（安全・衛生対策関係） 

  第 6 条 施工に先立ち作成する施工計画書に、本工事の内容に応じた交通

整理員、安全器具等の具体的な配置計画を作成し、監督職員に提出の

上、承認後、施工にあたること。 

2  工事での切削又は消去した路面表示は、その日の作業終了までに必ず

復旧すること。復旧方法等については施工に先立ち監督職員と協議す

るものとする。 

3  工事看板は、デザインが更新されていることから、「路上工事の新看

板」（国土交通省ＨＰ参照）を参照し、新看板を設置すること。 

4  作業従事者は、「水道法第 21 条」、「水道法施行規則第 16 条」に準じ

た検査（検便）を事前に実施し、その写しを提出すること。 

5  本施設は衛生施設であるから、泥、油、埃等により汚濁しないよう留

意すること。 

 

（安全・訓練等の実施） 

第 7 条 本工事の施工に際し、現場に即した安全・訓練等について、工事

着手後、原則として作業員全員の参加により、安全・訓練等を実施す

るものとする。 

 

（環境対策） 

第 8 条 請負者は、千葉県が請負を開始している環境マネジメントシス 

テムの構成要素をなす「公共事業における環境影響の低減」を推進し、

達成をするため施工計画書《環境対策》内に独立した項目として「環

境に配慮した工事実施計画」について記載するものとする。 

2  本工事で使用する建設機械は、騒音防止及び排気ガス対策を施した機

械を使用するものとし、関係部署に届出をするとともに届出書の写し

を提出するものとする。これにより難い場合は、監督職員と協議する

ものとする。 

 3  舗装版掘削作業においては、騒音防止を施した機械を用いるものとす

る。尚、これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならな

い。 

 



 
 

（工程管理） 

第 9 条 工事施工中の工程管理について、月初めに日報及び工程進捗状況

を工程表に記載し提出すること。 

2  他の工事に競合して工事を実施する際、当初作成した工程とのずれが   

生じた場合、その都度監督職員と打合せを行い工期内完成に努めるこ

と。 

3  作業時間は、原則として午前８時半から午後５時までとするが、現場

ごとに監督職員、所轄警察署とよく調整を図ること。 

 

（住民への周知） 

第 10 条 沿線住民に対しては、必要に応じて、工事の時期、時間、施工方

法、迂回路等工事内容を十分に説明し、理解と協力を得た上で施工を

開始すること。  

2   工事施工中、沿線住民から要望や質問等があった場合は、必ず現場代

理人が対応し、必要がある場合は監督職員に報告すること。 

 

（競合工事の調整） 

第 11 条 工事箇所が他工事と競合する場合は、事前に十分工程調整を実施 

し、工事が円滑に進捗するよう努めること。 

 

（熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事）  

第 12 条 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正を試行する対象

工事とする。 

2 受注者は、契約後速やかに、本試行の適用について、監督職員と協議す

ること。 

3 工事の実施にあたっては、「松戸市水道事業熱中症対策に資する現場管理

費の補正の試行要領」に基づき行うこと。 
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特 記 仕 様 書 

 

 

 

 

 

 

令和７年度 

 

 

 

松戸市水道部 

 



第１章 総則 

 

第１節 一般事項 

   （１）適用範囲 

本仕様書は松戸市水道部（以下、発注者という）が発注する下記工事に適用

する。 

工事名称：常盤平浄水場ろ過機電動弁更新工事 

        工事場所：松戸市常盤平3丁目26番地の2 

   （２）関係法令等の遵守 

       請負者（以下、受注者という）は、工事請負約款、建設業法、労働基準法、労

働者災害補償保険法およびその他の関係法令、並びに関係官公署の許可条件を遵

守し、工事の円滑な進捗を図らなければならない。 

   （３）官公署に対する手続き 

       工事施工のため、必要な官公署に対する手続きは、受注者が行うものとし、こ

れに要する費用は受注者の負担とする。 

       なお、受注者はその結果を監督員に報告しなければならない。 

   （４）適用規格 

     １）日本産業規格（JIS） 

     ２）日本水道協会規格（JWWA） 

     ３）電気規格調査会標準規格（JEC） 

     ４）日本電機工業会規格（JEM） 

     ５）内線規程 

     ６）その他関係法規 

（５）費用の負担 

材料及び工事の検査並びに工事施工に伴う測量、調査、試験、諸手続に必要

な費用は受注者の負担とする。 

また、軽微な工事についても受注者の負担とする。 

（６）工事標識等 

工事現場には見えやすい場所で、かつ交通安全上支障とならない場所に工事

件名、工事箇所、区間、期間、施工主体名、請負者、同電話番号を記載した工

事標示板、その他所定の標識を設置しなければならない。 

（７）その他 

１）契約書、設計図及び仕様書に示されていない事項であっても、製作据付工事

施工上当然必要と認められる軽微な事項については、受注者の負担で処理す

るものとする。 

２）請負契約後、工事施工途中において変更が生じる時は、監督員の指示に基づ



き実施するものとし、工事完成後速やかに変更図面及び数量計算書を作成し、

提出すること。 

３）工事施工途中において、材料納品書・コンクリート強度試験表・品質管理資

料・実工程表・工事写真及びその他必要な書類は常に整理し、監督員より要

求があったときは、速やかに提出しなければならない。 

４）工事施工場所において地元関係者より工事に関する要望があった場合には、

速やかに監督員に連絡するとともにその指示を受けること。 

 

第２節 承諾図および完成図書 

   （１）承諾図 

       この仕様書並びに添付図書に記載する事項は、主要事項のみを示すものである

ため、受注者は承諾図を提出し監督員の承諾を得てから機器製作に着手しなけれ

ばならない。 

   （２）完成図書 

       完成図書には、承諾図に下記のものを追加し2部提出するものとする。 

       完成図書の製本については監督員と協議のうえ決定する。 

     １）試験成績書 

     ２）機器取扱説明書 

     ３）その他監督員の指示するもの 

第３節 材料 

   （１）材料の規格 

       主な使用材料はすべて日本産業規格（JIS）、日本水道協会規格（JWWA）、電気

規格調査会標準規格（JEC）、日本電機工業会規格（JEM）、内線規程のいずれかに

適用しなければならない。 

   （２）使用材料の検査及び承諾 

     １）工事用材料は、使用前に検査を受け合格したものでなければならない。 

       使用材料については、使用前に承諾されたものでなければならない。 

     ２）材料検査に際して、受注者はこれに立ち会わなければならない。 

       立ち会わない場合は、受注者は検査に対し異議を申し立てることはできない。 

     ３）検査及び試験のため、使用に耐えられなくなったものは、所定数量に算定して

はならない。 

     ４）材料検査に合格したものであっても、使用時になって損傷や変質したときは新

品と取替え、再び検査を受けなければならない。 

 



第４節 試験および検査 

   （１）試験および検査 

     １）工事完了後は監督員立会いのうえ、総合試験及び各種検査を実施する。 

     ２）機器及び付属品の試験は、工場試験と現場試験に区別して行うものとする。 

       工場試験は機器製作完了後、その製作工場において実施し、現場試験はすべて

の機器を現場に据付完了後、各種試験を行うものとする。 

       なお、現場試験は原則として監督員立会いのうえ実施するものとし、事前に検

査日時、検査場所等の必要項目を記入し、監督員に提出することとする。 

     ３）工場検査および試運転は発注者への納入品以外のものであってはならない。 

   ４）監督員が必要と認めた場合は、公共又は権威ある試験所、その他の機関の材料

試験成績書および検査合格証明書を提出するものとする。 

     ５）工場検査を省略された機器材料についても監督員の指定したものについては、

試験成績書を提出するものとする。 

     ６）試験に要する費用はすべて受注者の負担とする。 

 

第５節 試運転 

   （１）試運転 

     １）工事完了後、現場試験を実施する場合には監督員と打合せのうえ、浄水場の運

転に支障がないよう注意をしながら試運転の実施に当たること。 

     ２）試運転実施日および期間については、監督員の指示によるものとする。 

     ３）試運転成績書は速やかにまとめて必要部数を発注者に提出すること。 

     ４）試運転調整に要する費用はすべて受注者の負担とする。 

 

第６節 調査事項、その他 

   （１）受注者は設計図書および数量計算書に示された数量の確認を行い、監督員の指示

がある場合には出来高調書を作成し提出しなければならない。 

   （２）産業廃棄物の処理については、関係法令に基づき許可を受けた処分場にて処分を

行うこととする。 

   （３）処分を証明する下記資料を監督員に提出することとする。 

     １）収集運搬、最終処分業の許可証の写し。 

     ２）産業廃棄物処理契約書の写し。 

     ３）産業廃棄物処理業者の許可証の写し。 

     ４）処分数量を確認できる資料（マニュフェスト管理票）。 

 

 



第２章 設備工事 

 

第１節 概要 

    本工事は常盤平浄水場1号急速ろ過機逆洗弁（№1逆洗弁）及び2号急速ろ過機逆洗弁 

（№2逆洗弁）の既設電動弁について、更新工事を行うものである。 

 

第２節 主要機器構成 

   （１）電動バルブ  2基 

 

第３節 工事範囲 

   （１）№1、№2逆洗弁の撤去・据付（電動機離線結線含む） 

   （２）保温、防護ラッキング作業（既設再利用可） 

   （３）試運転調整 

   （４）その他上記に伴う諸工事 

 

第４節 機器特記仕様 

   （１）電動バルブ 

・形 式   電動バタフライ弁 

・弁口径  φ200mm 

・出力      0.2㎾ 

・フランジ規格  7.5Ｋ 

・面間寸法    300mm 

・数 量    2基 
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